
神奈川県大型等
運転免許取得促進奨励金
中小貨物自動車運送事業者の従業員が大型一種、中型一種、準中型免許、
けん引免許を取得した際に、奨励金を交付します！

神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課  流通企画グループ

県内中小貨物運送事業者のみなさま

交付対象者

従業員等の運転免許取得に係る経費を負担した県内中小貨物自動車運送事業者

ご確認ください。
詳細は、手引き等により

奨励金交付上限金額

●大型一種免許（従前所持免許が中型一種・二種以外） ▶ 従業員１人につき上限150,000円
●大型一種免許（従前所持免許が中型一種・二種に限る） ▶ 従業員１人につき上限120,000円
●中型一種免許 ▶ 従業員１人につき上限90,000円　　
●準　中　型　免　許 ▶ 従業員１人につき上限50,000円
●け　ん　引　免　許 ▶ 従業員１人につき上限80,000円



神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局

詳しくは、 神奈川県　大型　奨励金
050-5830-7094電話 〈受付時間：平日 9:00～17:00〉

〒105-8672　東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー9F
株式会社阪急交通社　内

お問合せ先

本奨励金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。

申請期限

※予算の範囲内で交付するものであり、申請期限前でも申請金額が予算の上限に達した日をもって受付終了とします。

令和9年2月12日金

申請手続きの流れ

従業員が大型等の運転免許を取得

審査

奨励金交付

交付決定

交付申請
【申請様式ダウンロードはこちら】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/r8_oogata.html

申請方法

下記お問合せ先まで郵送でご提出ください。

（令和9年度） 県のフォローアップ調査に回答


